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○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）（抄）【平成三十年四月一日施行（予

定）】

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 １ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)（１月につき） イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)（１月につき）

⑴ 訪問看護サービスを行わない場合 ⑴ 訪問看護サービスを行わない場合

㈠ 要介護１ 5,666単位 ㈠ 要介護１ 5,658単位

㈡ 要介護２ 10,114単位 ㈡ 要介護２ 10,100単位

㈢ 要介護３ 16,793単位 ㈢ 要介護３ 16,769単位

㈣ 要介護４ 21,242単位 ㈣ 要介護４ 21,212単位

㈤ 要介護５ 25,690単位 ㈤ 要介護５ 25,654単位

⑵ 訪問看護サービスを行う場合 ⑵ 訪問看護サービスを行う場合

㈠ 要介護１ 8,267単位 ㈠ 要介護１ 8,255単位

㈡ 要介護２ 12,915単位 ㈡ 要介護２ 12,897単位

㈢ 要介護３ 19,714単位 ㈢ 要介護３ 19,686単位

㈣ 要介護４ 24,302単位 ㈣ 要介護４ 24,268単位

㈤ 要介護５ 29,441単位 ㈤ 要介護５ 29,399単位

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)（１月につき） ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)（１月につき）

⑴ 要介護１ 5,666単位 ⑴ 要介護１ 5,658単位

⑵ 要介護２ 10,114単位 ⑵ 要介護２ 10,100単位

⑶ 要介護３ 16,793単位 ⑶ 要介護３ 16,769単位

⑷ 要介護４ 21,242単位 ⑷ 要介護４ 21,212単位

⑸ 要介護５ 25,690単位 ⑸ 要介護５ 25,654単位

注１～４ （略） 注１～４ （略）

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建 ５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建
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物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定 物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物（老人福祉法

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物（以下 （昭和38年法律第133号）第20条の４に規定する養護老人ホー

この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利 ム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第

用者（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における 29条第１項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定

１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建 確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１項に規定

物に居住する利用者を除く。）に対して、指定定期巡回・随時 するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道

対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき600単位を所 府県知事の登録を受けたものに限る。以下この号並びに夜間対

定単位数から減算し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 応型訪問介護費の注２、小規模多機能型居宅介護費注１及び注

事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人 ２並びに複合型サービス費注１及び注２において同じ。）若し

以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・ くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一建物

随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき900単位 に居住する利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

を所定単位数から減算する。 看護を行った場合は、１月につき600単位を所定単位数から減

算する。

６～８ （略） ６～８ （略）

９ イ⑵について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 ９ イ⑵について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所（連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除 所（連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除

く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所」という。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問するこ 所」という。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問するこ

ととなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場 ととなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合（訪問看

合（訪問看護サービスを行う場合に限る。）には、緊急時訪問 護サービスを行う場合に限る。）は、緊急時訪問看護加算とし

看護加算として、１月につき315単位を所定単位数に加算する て、１月につき290単位を所定単位数に加算する。

。

10・11 （略） 10・11 （略）

12 イ⑵について、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 12 イ⑵について、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の訪問看護サービスを利用しようとする者の主治の医 護事業所の訪問看護サービスを利用しようとする者の主治の医

師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当 師（介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者が急性増悪

該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要が 等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の

ある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間 指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、イ⑴

に限って、イ⑴に掲げる所定単位数を算定する。 に掲げる所定単位数を算定する。

13・14 （略） 13・14 （略）
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ハ （略） ハ （略）

ニ 退院時共同指導加算 600単位 ニ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院 注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が

中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定期 退院又は退所するに当たり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学 問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導（当該 若しくは言語聴覚士が退院時共同指導（当該者又はその看護に当

者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介 たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人保健施設の主

護老人保健施設若しくは介護医療院の主治の医師その他の従業者 治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行

と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書に い、その内容を文書により提供することをいう。以下同じ。）を

より提供することをいう。以下同じ。）を行った後、当該者の退 行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問

院又は退所後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った 看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該

場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき１ 退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者につい

回（特別な管理を必要とする利用者については２回）に限り、所 ては２回）に限り、所定単位数を加算する。

定単位数を加算する。

ホ （略） ホ （略）

ヘ 生活機能向上連携加算 （新設）

⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注１ ⑴について、計画作成責任者（指定地域密着型サービス基準

第３条の４第１項に規定する計画作成責任者をいう。注２にお

いて同じ。）が、指定訪問リハビリテーション事業所（指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。

）第76条第１項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所

をいう。以下同じ。）、指定通所リハビリテーション事業所（

指定居宅サービス基準第111条第１項に規定する指定通所リハ

ビリテーション事業所をいう。以下同じ。）又はリハビリテー

ションを実施している医療提供施設（医療法（昭和23年法律第

205号）第１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病

院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を
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中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないもの

に限る。以下同じ。）の医師、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画（指定地域密着型サービス基

準第３条の24第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画いう。この注及び注２において同じ。）を作成し、当

該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に

、所定単位数を加算する。

２ ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション

事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテー

ションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション（指定

居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーショ

ンをいう。以下同じ。）、指定通所リハビリテーション（指定

居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーシ

ョンをいう。以下同じ。）等の一環として当該利用者の居宅を

訪問する際に計画作成責任者が同行する等により、当該医師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況

等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であっ

て、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携

し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属す

る月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし

、⑴を算定している場合は、算定しない。

ト （略） ヘ （略）

チ 介護職員処遇改善加算 ト 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定 巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲 期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸について げる区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数

は、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位 を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 ない。

しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位

数の1000分の137に相当する単位数 数の1000分の137に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位

数の1000分の100に相当する単位数 数の1000分の100に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位 ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位

数の1000分の55に相当する単位数 数の1000分の55に相当する単位数

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数 イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) １月につき2,742単位 ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) １月につき2,667単位

注１ （略） 注１ （略）

（削る） ２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地

内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問

介護事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定夜間対応

型訪問介護事業所における一月当たりの利用者が同一建物に20

人以上居住する建物の利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護

を行った場合に、イについては、定期巡回サービス（指定地域

密着型サービス基準第５条第１項に規定する定期巡回サービス

をいう。）又は随時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サ

ービスをいう。）を行った際に算定する所定単位数の100分の9

0に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90
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